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○ 平 成 二 十 三 年 総 務 省 告 示 第 八 十 七 号 （ 固 定 電 話 端 末 及 び 専 用

通 信 回 線 設 備 等 端 末 の 電 気 的 条 件 等 を 定 め る 件 ）  

（ 平 成 二 十 三 年 三 月 二 十 二 日 ）  

（ 総 務 省 告 示 第 八 十 七 号 ）  
改 正 平 成 二 三 年 七 月 一 二 日 総 務 省 告 示 第 三 四 〇 号  

同 二 三 年 一 〇 月 二 五 日 同    第 四 五 七 号  
同 二 四 年 一 二 月 五 日 同    第 四 五 三 号  

同 二 六 年 九 月 二 六 日 同    第 三 四 二 号  

同 二 八 年 三 月 二 九 日 同    第 一 〇 三 号  

同 二 九 年 九 月 一 日 同    第 二 七 四 号  

同 三 〇 年 六 月 二 九 日 同    第 二 一 八 号  

同 三 一 年 一 月 二 四 日 同    第 二 九 号  

令 和 元 年 七 月 一 一 日 同    第 一 〇 四 号  

同  二 年 九 月 二 九 日 同    第 二 八 八 号  

同  四 年 九 月 二 日 同    第 二 九 八 号  

同  六 年 一 一 月 二 八 日 同    第 三 五 五 号  

同  六 年 一 二 月 二 〇 日 同    第 四 五 一 号  

同  七 年 五 月 二 九 日 同    第 一 七 五 号  

端 末 設 備 等 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 一 号 ） 第 三 十 二 条 の 七

及 び 第 三 十 四 条 の 八 の 規 定 に 基 づ き 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 電 話

端 末 及 び 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 の 電 気 的 条 件 及 び 光 学 的 条 件 を 次 の

よ う に 定 め 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

な お 、 平 成 十 一 年 郵 政 省 告 示 第 百 六 十 二 号 （ 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端

末 の 電 気 的 条 件 及 び 光 学 的 条 件 を 定 め る 件 ） は 、 平 成 二 十 三 年 三 月 三

十 一 日 限 り 廃 止 す る 。  

一 メ タ リ ッ ク 伝 送 路 イ ン タ フ ェ ー ス の 三 ・ 四 キ ロ ヘ ル ツ 帯 ア ナ ロ グ

専 用 回 線 に 接 続 さ れ る 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 は 、 別 表 第 一 号 の 条

件 と す る 。  

二 メ タ リ ッ ク 伝 送 路 イ ン タ フ ェ ー ス の 固 定 電 話 端 末 及 び 専 用 通 信 回

線 設 備 等 端 末 は 、 別 表 第 二 号 の 条 件 と す る 。  

三 同 軸 イ ン タ フ ェ ー ス の 固 定 電 話 端 末 及 び 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末

は 、 別 表 第 三 号 の 条 件 と す る 。  

四 光 伝 送 路 イ ン タ フ ェ ー ス の 固 定 電 話 端 末 及 び 専 用 通 信 回 線 設 備 等

端 末 （ 映 像 伝 送 を 目 的 と す る も の を 除 く 。 ） は 、 別 表 第 四 号 の 条 件

と す る 。  

五 無 線 設 備 を 使 用 す る 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末 は 、 別 表 第 五 号 の 条

件 と す る 。  

六 そ の 他 イ ン タ フ ェ ー ス の 固 定 電 話 端 末 及 び 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端

末 は 、 別 表 第 六 号 の 条 件 と す る 。  

附 則 （ 平 成 二 三 年 七 月 一 二 日 総 務 省 告 示 第 三 四 〇 号 ）  
（ 施 行 期 日 ）  

１ こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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（ 経 過 措 置 ）  
２ こ の 告 示 に よ る 改 正 前 の 平 成 二 十 三 年 総 務 省 告 示 第 八 十 七 号 別 表

第 五 号 第 ６ の 条 件 に 適 合 す る 端 末 設 備 又 は 自 営 電 気 通 信 設 備 で あ っ

て 、 こ の 告 示 の 施 行 の 日 前 に 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第

八 十 六 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 五 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 技 術

基 準 適 合 認 定 、 法 第 五 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 設 計 認 証 、 法 第 六 十

九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 端 末 設 備 の 接 続 の 検 査 若 し く は 法 第 七 十 条

第 二 項 の 規 定 に よ る 自 営 電 気 通 信 設 備 の 接 続 の 検 査 を 受 け 、 又 は 法

第 六 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 技 術 基 準 適 合 自 己 確 認 の 届 出 を 行 っ

た も の の 電 気 的 条 件 等 に つ い て は 、 こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 規 定 に

か か わ ら ず 、 平 成 二 十 五 年 五 月 三 十 一 日 ま で は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る こ と が で き る 。 

改 正 文 （ 平 成 二 三 年 一 〇 月 二 五 日 総 務 省 告 示 第 四 五 七 号 ） 

抄  

平 成 二 十 三 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

改 正 文 （ 平 成 二 八 年 三 月 二 九 日 総 務 省 告 示 第 一 〇 三 号 ） 抄  

電 気 通 信 事 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 二 十

六 号 ） の 施 行 の 日 （ 平 成 二 十 八 年 五 月 二 十 一 日 ） か ら 施 行 す る 。  

  改 正 文 （ 令 和 六 年 一 一 月 二 八 日 総 務 省 告 示 第 三 五 五 号 ） 抄  

令 和 七 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 令 和 七 年 五 月 二 九 日 総 務 省 告 示 第 一 七 五 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１ こ の 告 示 は 、 令 和 七 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２ こ の 告 示 に よ る 改 正 前 の 平 成 二 十 三 年 総 務 省 告 示 第 八 十 七 号 別 表

第 五 号 第 ４ の 条 件 に 適 合 す る 端 末 設 備 又 は 自 営 電 気 通 信 設 備 で あ っ

て 、 こ の 告 示 の 施 行 の 日 前 に 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第

八 十 六 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 五 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 技 術

基 準 適 合 認 定 、 法 第 五 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 設 計 認 証 、 法 第 六 十

九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 端 末 設 備 の 接 続 の 検 査 若 し く は 法 第 七 十 条

第 二 項 の 規 定 に よ る 自 営 電 気 通 信 設 備 の 接 続 の 検 査 （ 次 項 に お い て

「 技 術 基 準 適 合 認 定 等 」 と い う 。 ） を 受 け 、 又 は 法 第 六 十 三 条 第 三

項 の 規 定 に よ る 技 術 基 準 適 合 自 己 確 認 の 届 出 （ 次 項 に お い て 単 に

「 技 術 基 準 適 合 自 己 確 認 の 届 出 」 と い う 。 ） を 行 っ た も の の 電 気 的

条 件 等 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。 

３ こ の 告 示 の 施 行 の 日 か ら 令 和 九 年 九 月 三 十 日 ま で に 技 術 基 準 適 合

認 定 等 を 受 け 、 又 は 技 術 基 準 適 合 自 己 確 認 の 届 出 を 行 う 端 末 設 備 又

は 自 営 電 気 通 信 設 備 （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 端 末 又 は

自 営 電 気 通 信 設 備 で あ っ て イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル 移 動 電 話 用 設

備 に 接 続 さ れ る も の （ 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 及 び 端 末 設 備 等 規 則

の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 令 和 七 年 総 務 省 令 第 五 十 四 号 ） 附 則 第 三 条

の 規 定 に よ り 、 技 術 的 な 困 難 性 、 利 用 者 へ の 影 響 そ の 他 の 事 情 を 勘
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案 す る 必 要 が あ る も の と し て 総 務 大 臣 の 承 認 を 受 け た も の を 除

く 。 ） と 構 造 上 一 体 と な っ て い る 端 末 設 備 又 は 自 営 電 気 通 信 設 備 及

び モ バ イ ル ル ー タ （ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 昭 和 六 十 三 年 郵 政 省 令

第 四 十 六 号 ） 第 一 条 第 二 項 第 二 十 五 号 に 規 定 す る モ バ イ ル ル ー タ を

い う 。 ） を 除 く 。 ） の 電 気 的 条 件 等 に つ い て は 、 こ の 告 示 に よ る 改

正 後 の 平 成 二 十 三 年 総 務 省 告 示 第 八 十 七 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な

お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。  

別 表 第 一 号 メ タ リ ッ ク 伝 送 路 イ ン タ フ ェ ー ス の ３ . ４kHz 帯 ア ナ ロ グ

専 用 回 線 に 接 続 さ れ る 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末  

周 波 数 帯 域  送 出 電 力 、 送 出 電 流 及 び 送 出 電 圧 等 の 条 件  

４kHz ま で の 送 出 電 力  平 均 レ ベ ル は － ８dBm 以 下 で 、 か つ 、 最

大 レ ベ ル は ０dBm 以 下 。  

端 末 設 備 は 、 電 気 通 信 回 線 に 直 流 の 電 圧 を

加 え な い こ と 。 た だ し 、 直 流 重 畳 が 認 め ら

れ る 場 合 に あ っ て は 次 の と お り と す る 。  

送 出 電 流 45mA 以 下  

送 出 電 圧 （ 線 間 ） 100V 以 下  

送 出 電 圧 （ 対 地 ） 50V 以 下  

不 要 送 出 レ ベ

ル  

４kHz か ら ８

kHz ま で  

－20dBm 以 下  

 ８kHz か ら －40dBm 以 下  

12kHz ま で  

 12kHz 以 上 の

各 ４kHz 帯 域  

－60dBm 以 下  

注  

１ 平 均 レ ベ ル と は 、 端 末 設 備 の 使 用 状 態 に お け る 平 均 的 な レ ベ

ル （ 実 効 値 ） で あ り 、 最 大 レ ベ ル と は 、 端 末 設 備 の 送 出 レ ベ ル

が 最 も 高 く な る 状 態 で の レ ベ ル （ 実 効 値 ） と す る 。  

２ 送 出 電 力 及 び 不 要 送 出 レ ベ ル は 、 平 衡600Ω の イ ン ピ ー ダ ン

ス を 接 続 し て 測 定 し た 値 を 絶 対 レ ベ ル で 表 し た 値 と す る 。  

３ 送 出 電 圧 は 、 回 路 開 放 時 に も 適 用 す る 。  

４ 送 出 電 流 は 、 回 路 短 絡 時 の 電 流 と す る 。  

５ パ ル ス 符 号 を 送 出 す る 場 合 のms 単 位 で 表 し た パ ル ス 幅 の 数 値

は20 以 上 と し 、mA 単 位 で 表 し た 送 出 電 流 の 数 値 は パ ル ス 幅 の

数 値 以 下 と す る 。  

別 表 第 二 号 メ タ リ ッ ク 伝 送 路 イ ン タ フ ェ ー ス の 固 定 電 話 端 末 及 び 専

用 通 信 回 線 設 備 等 端 末  

イ ン タ フ ェ ー ス の 種 類  送 出 電 圧  

TTC 標 準JJ―50.10 110Ω の 負 荷 抵 抗 に 対 し て 、 ６ . ９V

（P―P ） 以 下  

ITU―T 勧 告G.961 （TCM 方 式 ）  110Ω の 負 荷 抵 抗 に 対 し て 、 ７ . ２V

（ ０―P ） 以 下 （ 孤 立 パ ル ス 中 央 値
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（ 時 間 軸 方 向 ） ）  

ITU―T 勧 告  

G.992. １  

Annex A 

G.992. １  

Annex C 

G.992. ２  

Annex A 

G.992. ２  

Annex C 

に 準 拠 す るADSL 方 式  

総 送 信 電 力 は 、25kHz か ら138kHz

の 周 波 数 範 囲 に お い て12. ５dBm を

超 え な い こ と 。  

周 波 数 帯 域  電 力 制 限 マ ス ク

値  

（dBm ／Hz ）  

０kHz を 超 え  
４kHz 未 満  

－97. ５ 及 び ０ ～

４kHz 幅 の 電 力

最 大 値 が ＋

15dBrn 

（ 注 １ 、 注 ２ ）  

４kHz を 超 え  

25.875kHz 未 満  

－92. ５ ＋21. ５×

log ２ （ f ／ ４ ）  

 25.875kHz を 超

え  

138kHz 未 満  

－34. ５  

 138kHz を 超 え  

307kHz 未 満  

－34. ５ －48×log

２ （ f ／138 ）  

 307kHz を 超 え  

１ ,221kHz 未 満  

－90 

 １ ,221kHz を 超 え  

１ ,630kHz 未 満  

－90 以 下 及 び

〔 f 、 f ＋ １

MHz 〕 幅 の 窓 を

か け た 電 力 最 大

値 が （ －90 －48

×log ２ （ f ／

1221 ） ＋60 ）

dBm 

 １ ,630kHz を 超 え  

11,040kHz 未 満  

－90 以 下 及 び

〔 f 、 f ＋ １

MHz 〕 幅 の 窓 を

か け た 電 力 最 大

値 が －50dBm 

 総 送 信 電 力 及 び 電 力 制 限 マ ス ク 値

は 、100Ω 終 端 で 測 定 し た 値 と す

る 。  

（ 注 １ ） ０kHz ～ ４kHz の 総 合 電

力 は600Ω 終 端 で 測 定 し た 値 と す

る 。  

（ 注 ２ ） dBrn と は １ ピ コ ワ ッ ト

を 基 準 と す る 電 力 の 対 数 表 示 で
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あ り ＋15dBrn ＝ －75dBm で あ

る 。  

ITU―T 勧 告  

G.992. １  

Annex H 

に 準 拠 す るSSDSL 方 式  

総 送 信 電 力 は 、25kHz か ら

１ ,104kHz の 周 波 数 範 囲 に お い て

16. ３dBm を 超 え な い こ と 。  

周 波 数 帯 域  電 力 制 限 マ ス ク

値  

（dBm ／Hz ）  

 ０kHz を 超 え  
４kHz 未 満  

－97. ５ 及 び ０ ～

４kHz 幅 の 電 力

最 大 値 が ＋

15dBrn 
（ 注 １ 、 注 ２ ）  

 ４kHz を 超 え  

25.875kHz 未 満  

－92. ５ ＋21×log

２ （ f ／ ４ ）  

 25.875kHz を 超

え  

１ ,104kHz 未 満  

－36. ５  

 １ ,104kHz を 超 え  

３ ,093kHz 未 満  

－36. ５ －36×log

２ （ f ／1104 ）  

 ３ ,093kHz を 超 え  －90 以 下 及 び

４ ,545kHz 未 満  〔 f 、 f ＋ １

MHz 〕 幅 の 窓 を

か け た 電 力 最 大

値 が （ －36. ５ －

36×log ２ （ f ／

1104 ） ＋60 ）

dBm 

 ４ ,545kHz を 超 え  

11,040kHz 未 満  

－90 以 下 及 び

〔 f 、 f ＋ １

MHz 〕 幅 の 窓 を

か け た 電 力 最 大

値 が －50dBm 

 総 送 信 電 力 及 び 電 力 制 限 マ ス ク 値

は 、100Ω 終 端 で 測 定 し た 値 と す

る 。  

（ 注 １ ） ０kHz ～ ４kHz の 総 合 電

力 は600Ω 終 端 で 測 定 し た 値 と す

る 。  

（ 注 ２ ） dBrn と は １ ピ コ ワ ッ ト

を 基 準 と す る 電 力 の 対 数 表 示 で

あ り ＋15dBrn ＝ －75dBm で あ
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る 。  
注 総 送 信 電 力 と は 送 信 信 号 の 総 合 電 力 （ 時 間 平 均 ） で あ る 。  

別 表 第 三 号 同 軸 イ ン タ フ ェ ー ス の 固 定 電 話 端 末 及 び 専 用 通 信 回 線 設

備 等 端 末  

イ ン タ フ ェ ー ス の 種 類  送 出 電 圧  

ITU―T 勧 告  

J ．112 

Annex B 

に 準 拠 す る ケ ー ブ ル モ デ ム  
送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超

え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 帯 域 に お け る 平 均 レ ベ ル と

し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル の 許 容 値 は ＋

２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK ＋58dBmV 

 16QAM ＋55dBmV 

ITU―T 勧 告  

J ．112 

Annex C 

に 準 拠 す る ケ ー ブ ル モ デ ム  

送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超

え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 帯 域 に お け る 平 均 レ ベ ル と

し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル の 許 容 値 は ＋

２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK ＋118dBμV 

 16QAM ＋115dBμV 

ITU―T 勧 告  

J ．122 

に 準 拠 す る ケ ー ブ ル モ デ ム  

TDMA の 場 合  

送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超

え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 帯 域 に お け る 平 均 レ ベ ル と

し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル の 許 容 値 は ＋

２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK ＋58dBmV 

 ８QAM 、

16QAM 

＋55dBmV 

 32QAM 、

64QAM 

＋54dBmV 

 S―CDMA の 場 合  

送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超
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え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 帯 域 に お け る 平 均 レ ベ ル と

し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル の 許 容 値 は ＋

２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK 、 ８

QAM 、

16QAM 、
32QAM 、

64QAM 、

128QAM

（TCM ）  
＋53dBmV 

ITU―T 勧 告  

J ．122 

Annex J 

に 準 拠 す る ケ ー ブ ル モ デ ム  

TDMA の 場 合  

送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超

え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 帯 域 に お け る 平 均 レ ベ ル と

し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル の 許 容 値 は ＋

２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK ＋118dBμV 

 ８QAM 、

16QAM 

＋115dBμV 

 32QAM 、

64QAM 

＋114dBμV 

 S―CDMA の 場 合  

送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超

え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 帯 域 に お け る 平 均 レ ベ ル と

し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル の 許 容 値 は ＋

２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK 、 ８

QAM 、

16QAM 、

32QAM 、

64QAM 、

128QAM

＋113dBμV 
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（TCM ）  

ITU―T 勧 告  

J ．222. １  

に 準 拠 す る ケ ー ブ ル モ デ ム  

TDMA （ １ チ ャ ネ ル ） の 場 合  

送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超

え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 帯 域 に お け る 平 均 レ ベ ル と

し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル の 許 容 値 は ＋

２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK ＋61dBmV 

 ８QAM 、

16QAM 
＋58dBmV 

 32QAM 、

64QAM 

＋57dBmV 

 TDMA （ ２ チ ャ ネ ル ） の 場 合  

送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超

え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 １ チ ャ ネ ル の 帯 域 に お け る

平 均 レ ベ ル と し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル

の 許 容 値 は ＋ ２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK ＋58dBmV 

 ８QAM 、

16QAM 

＋55dBmV 

 32QAM 、

64QAM 

＋54dBmV 

 TDMA （ ３ 又 は ４ チ ャ ネ ル ） の 場

合  

送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超

え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 １ チ ャ ネ ル の 帯 域 に お け る

平 均 レ ベ ル と し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル

の 許 容 値 は ＋ ２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK ＋55dBmV 

 ８QAM 、

16QAM 

＋52dBmV 
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 32QAM 、

64QAM 

＋51dBmV 

 S―CDMA （ １ チ ャ ネ ル ） の 場 合  

送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超

え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 帯 域 に お け る 平 均 レ ベ ル と

し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル の 許 容 値 は ＋

２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK 、 ８

QAM 、

16QAM 、

32QAM 、

64QAM 、

128QAM

（TCM ）  

＋56dBmV 

 S―CDMA （ ２ ～ ４ チ ャ ネ ル ） の 場

合  

送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超

え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 １ チ ャ ネ ル の 帯 域 に お け る

平 均 レ ベ ル と し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル

の 許 容 値 は ＋ ２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK 、 ８

QAM 、

16QAM 、

32QAM 、

64QAM 、

128QAM

（TCM ）  

＋53dBmV 

ITU―T 勧 告  

J ．222. １  

Annex D 

に 準 拠 す る ケ ー ブ ル モ デ ム  

TDMA （ １ チ ャ ネ ル ） の 場 合  

送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超

え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 帯 域 に お け る 平 均 レ ベ ル と

し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル の 許 容 値 は ＋
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２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK ＋121dBμV 

 ８QAM 、

16QAM 

＋118dBμV 

 32QAM 、

64QAM 

＋117dBμV 

 TDMA （ ２ チ ャ ネ ル ） の 場 合  
送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超

え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 １ チ ャ ネ ル の 帯 域 に お け る

平 均 レ ベ ル と し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル

の 許 容 値 は ＋ ２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK ＋118dBμV 

 ８QAM 、

16QAM 

＋115dBμV 

 32QAM 、

64QAM 

＋114dBμV 

 TDMA （ ３ 又 は ４ チ ャ ネ ル ） の 場

合  

送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超

え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 １ チ ャ ネ ル の 帯 域 に お け る

平 均 レ ベ ル と し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル

の 許 容 値 は ＋ ２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK ＋115dBμV 

 ８QAM 、

16QAM 

＋112dBμV 

 32QAM 、

64QAM 

＋111dBμV 

 S―CDMA （ １ チ ャ ネ ル ） の 場 合  

送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超

え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 帯 域 に お け る 平 均 レ ベ ル と
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し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル の 許 容 値 は ＋

２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK 、 ８

QAM 、

16QAM 、

32QAM 、

64QAM 、

128QAM
（TCM ）  

＋116dBμV 

 S―CDMA （ ２ ～ ４ チ ャ ネ ル ） の 場

合  

送 信 電 圧 レ ベ ル は 、 送 信 す る 変

調 方 式 に お い て 以 下 の レ ベ ル を 超

え な い こ と 。 な お 、 送 信 電 圧 レ ベ

ル は75Ω 終 端 の 条 件 で 測 定 し た 送

信 信 号 １ チ ャ ネ ル の 帯 域 に お け る

平 均 レ ベ ル と し 、 送 信 電 圧 レ ベ ル

の 許 容 値 は ＋ ２dB 以 内 と す る 。  

 変 調 方 式  送 信 電 圧 レ ベ ル  

 QPSK 、 ８ ＋113dBμV 

QAM 、

16QAM 、

32QAM 、

64QAM 、

128QAM

（TCM ）  

別 表 第 四 号 光 伝 送 路 イ ン タ フ ェ ー ス の 固 定 電 話 端 末 及 び 専 用 通 信 回

線 設 備 等 端 末  

伝 送 路 速 度  光 出 力  

６ .312Mb ／s 以 下  － ７dBm （ 平 均 レ ベ ル ） 以 下  

６ .312Mb ／s を 超 え155.52Mb ／s

以 下  

＋ ３dBm （ 平 均 レ ベ ル ） 以 下  

TTC 標 準  

JT―G957 （52Mb ／s ）  

適 用 伝 送 路 コ ー ド  

I― ０  

－11dBm （ 平 均 レ ベ ル ） 以 下  

TTC 標 準  

JT―G957 （52Mb ／s ）  
適 用 伝 送 路 コ ー ド  

L― ０ . １  

＋ ３dBm （ 平 均 レ ベ ル ） 以 下  

ITU―T 勧 告  － ８dBm （ 平 均 レ ベ ル ） 以 下  
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G ．957 （155Mb ／s ）  
ア プ リ ケ ー シ ョ ン コ ー ド  

I― １ ，S― １ . １ ，S― １ . ２  

ITU―T 勧 告  

G ．957 （155Mb ／s ）  

ア プ リ ケ ー シ ョ ン コ ー ド  

L― １ . １ ，L― １ . ２ ，L― １ . ３  

０dBm （ 平 均 レ ベ ル ） 以 下  

ITU―T 勧 告  

G ．957 （622Mb ／s ）  

ア プ リ ケ ー シ ョ ン コ ー ド  

I― ４ ，S― ４ . １ ，S― ４ . ２  

－ ８dBm （ 平 均 レ ベ ル ） 以 下  

ITU―T 勧 告  

G ．957 （622Mb ／s ）  

ア プ リ ケ ー シ ョ ン コ ー ド  

L― ４ . １ ，L― ４ . ２ ，L― ４ . ３  

＋ ２dBm （ 平 均 レ ベ ル ） 以 下  

ITU―T 勧 告  

G ．957 （ ２ .488Gb ／s ）  

ア プ リ ケ ー シ ョ ン コ ー ド  

I―16 

－ ３dBm （ 平 均 レ ベ ル ） 以 下  

ITU―T 勧 告  

G ．957 （ ２ .488Gb ／s ）  

０dBm （ 平 均 レ ベ ル ） 以 下  

ア プ リ ケ ー シ ョ ン コ ー ド  

S―16. １ ，S―16. ２  

ITU―T 勧 告  

G ．957 （ ２ .488Gb ／s ）  

ア プ リ ケ ー シ ョ ン コ ー ド  

L―16. １ ，L―16. ２ ，L―16. ３  

＋ ３dBm （ 平 均 レ ベ ル ） 以 下  

ISO 標 準8802― ３  

Section26 

（100BASE―FX ）  

－14dBm （ 平 均 レ ベ ル ） 以 下  

ISO 標 準8802― ３  

Section38. ３  

（1000BASE―SX ）  

０dBm （ 平 均 レ ベ ル ） 以 下  

ISO 標 準8802― ３  

Section38. ４  

（1000BASE―LX ）  

－ ３dBm （ 平 均 レ ベ ル ） 以 下  

ATM―Forum 

af―phy―0062 

（155Mb ／s ）  

－14dBm （ 平 均 レ ベ ル ） 以 下  

別 表 第 五 号 無 線 設 備 を 使 用 す る 専 用 通 信 回 線 設 備 等 端 末  
（ 平23 総 省 告340 ・ 平23 総 省 告457 ・ 平24 総 省 告453 ・ 平26 総

省 告342 ・ 平28 総 省 告103 ・ 平29 総 省 告274 ・ 平30 総 省 告
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218 ・ 平31 総 省 告29 ・ 令 元 総 省 告104 ・ 令 ２ 総 省 告288 ・ 令 ４

総 省 告298 ・ 一 部 改 正 ）  

第 １ 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ４ に 規 定 す る 方 式 の う ち 拡 散 符 号

速 度 が 毎 秒 １ .2288 メ ガ チ ッ プ の 無 線 設 備 又 は 第49 条 の ６ の ５ に 規

定 す る 方 式 の う ち 拡 散 符 号 速 度 が 毎 秒 １ .2288 メ ガ チ ッ プ の 無 線 設

備 を 使 用 す る 端 末 設 備 の 電 気 的 条 件 等  

１ 基 本 的 機 能  

（ １ ） 発 信 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 発 信 を 要 求 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

（ ２ ） 応 答 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 応 答 を 確 認 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

（ ３ ） 通 信 を 終 了 す る 場 合 に あ っ て は 、 チ ャ ネ ル を 切 断 す る

信 号 を 送 出 す る も の で あ る こ と 。  

２ 発 信 時 の 制 限 機 能  

（ １ ） 発 信 に 際 し て 相 手 の 端 末 か ら の 応 答 を 自 動 的 に 確 認 す

る 場 合 で あ っ て 、 電 気 通 信 回 線 か ら の 応 答 が 確 認 で き な い と

き は 、 選 択 信 号 送 出 終 了 後 ２ 分 以 内 に チ ャ ネ ル を 切 断 す る 信

号 を 送 出 し 、 送 信 を 停 止 す る も の で あ る こ と 。  

（ ２ ） 自 動 再 発 信 （ 応 答 の な い 相 手 に 対 し て 引 き 続 い て 繰 り

返 し 自 動 的 に 行 う 発 信 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う 場 合 に あ

っ て は 、 そ の 回 数 は ３ 回 以 下 で あ る こ と 。 な お 、 最 初 の 発 信

か ら ３ 分 を 超 え た 場 合 に は 別 の 発 信 と み な す も の と す る 。  

（ ３ ） （ ２ ） の 規 定 は 、 火 災 、 盗 難 そ の 他 の 非 常 の 場 合 に

は 、 適 用 し な い 。  

３ 送 信 タ イ ミ ン グ  

（ １ ） 制 御 チ ャ ネ ル に お け る 送 信 は 、 無 線 設 備 規 則 第49 条 の

６ の ４ 又 は 第49 条 の ６ の ５ の 伝 送 設 備 （ 同 規 則 第49 条 の ６ の

伝 送 設 備 に よ り 中 継 さ れ る 場 合 を 含 む 。 以 下 第 １ に お い て

「 伝 送 設 備 」 と い う 。 ） か ら 受 信 し た ス ロ ッ ト に 同 期 さ せ 、

か つ 、 受 信 ス ロ ッ ト の 受 信 が 終 了 し た 時 か ら 不 規 則 な 遅 延 の

後 に 送 信 を 開 始 す る も の で あ る こ と 。  

（ ２ ） 通 信 チ ャ ネ ル に お け る 送 信 は 、 伝 送 設 備 か ら 受 信 し た

フ レ ー ム に 同 期 さ せ 、 か つ 、 そ の 開 始 の 時 と 受 信 し た フ レ ー

ム と の 偏 差 は± １ マ イ ク ロ 秒 の 範 囲 で あ る こ と 。  

４ ラ ン ダ ム ア ク セ ス 制 御  

（ １ ） 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ４ の 端 末 設 備  

ア 制 御 チ ャ ネ ル 上 で 、 上 り メ ッ セ ー ジ を 送 出 後 、160 ミ リ

秒 以 上 １ ,360 ミ リ 秒 以 下 の 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 時 間 内

に そ の 信 号 の 受 信 を 確 認 し た 信 号 （ 以 下 「 確 認 信 号 」 と い

う 。 ） を 伝 送 設 備 か ら 受 信 し た 場 合 は 、 制 御 チ ャ ネ ル に お

け る 送 信 を 完 了 す る こ と 。 確 認 信 号 を 受 信 で き な か っ た 場

合 は 、 ０ ス ロ ッ ト か ら16 ス ロ ッ ト の 不 規 則 な 遅 延 時 間 の 後
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に 、 確 認 信 号 を 受 信 す る ま で 伝 送 設 備 に 信 号 を 再 度 送 出 す

る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 再 度 送 出 す る 回 数 は 、

伝 送 設 備 か ら 指 示 さ れ る 回 数 を 超 え ず 、 か つ 、15 回 を 超 え

な い こ と 。  

イ ア に お い て 確 認 信 号 を 受 信 で き な か っ た 場 合 は 、 ０ ス ロ

ッ ト か ら16 ス ロ ッ ト の 不 規 則 な 遅 延 時 間 の 後 に 、 ア の 動 作

を 行 う こ と と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 再 び ア の 動 作 を 行

う 回 数 は 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 さ れ る 回 数 を 超 え ず 、 か つ 、

14 回 を 超 え な い こ と 。 た だ し 、 不 規 則 な 遅 延 時 間 の 最 大 値

に つ い て は 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 に お い て 、 こ

の 限 り で な い 。  

（ ２ ） 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ５ の 端 末 設 備  

ア 制 御 チ ャ ネ ル 上 で 、 上 り メ ッ セ ー ジ を 送 出 後 、213 ミ リ

秒 以 上 ６ ,587 ミ リ 秒 以 下 の 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 時 間 内

に 確 認 信 号 を 伝 送 設 備 か ら 受 信 し た 場 合 は 、 制 御 チ ャ ネ ル

に お け る 送 信 を 完 了 す る こ と 。 確 認 信 号 を 受 信 で き な か っ

た 場 合 は 、213 ミ リ 秒 以 上 ６ ,587 ミ リ 秒 以 下 の 不 規 則 な 遅 延

時 間 の 後 に 、 確 認 信 号 を 受 信 す る ま で 伝 送 設 備 に 信 号 を 再

度 送 出 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 再 度 送 出 す る

回 数 は 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 さ れ る 回 数 を 超 え ず 、 か つ 、15

回 を 超 え な い こ と 。  
イ ア に お い て 確 認 信 号 を 受 信 で き な か っ た 場 合 は 、213 ミ

リ 秒 以 上 ６ ,587 ミ リ 秒 以 下 の 不 規 則 な 遅 延 時 間 の 後 に 、 ア

の 動 作 を 行 う こ と と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 再 び ア の 動

作 を 行 う 回 数 は 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 さ れ る 回 数 を 超 え ず 、

か つ 、14 回 を 超 え な い こ と 。 た だ し 、 不 規 則 な 遅 延 時 間 の

最 大 値 に つ い て は 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 に お い

て 、 こ の 限 り で な い 。  

５ 位 置 登 録 制 御  

（ １ ） 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ４ の 端 末 設 備  

伝 送 設 備 か ら の 位 置 情 報 が 端 末 に 記 憶 さ れ て い る も の と 一

致 し な い 場 合 の み 、 位 置 情 報 の 登 録 を 要 求 す る 信 号 を 送 出 す

る こ と 。 た だ し 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 、 又 は 利 用

者 が 当 該 端 末 を 操 作 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ ２ ） 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ５ の 端 末 設 備  

伝 送 設 備 か ら の 位 置 情 報 が 端 末 に 記 憶 さ れ て い る も の と 一

致 し な い 場 合 の み 、 位 置 情 報 の 登 録 を 要 求 す る 信 号 を 送 出 す

る こ と 。 た だ し 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 は 、 こ の 限

り で な い 。  

６ 受 信 レ ベ ル 通 知 機 能  
（ １ ） 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ４ の 端 末 設 備  

伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 条 件 に 基 づ き 、 端 末 の 周 辺 の 伝 送
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設 備 の 指 定 さ れ た 制 御 チ ャ ネ ル の 受 信 レ ベ ル に つ い て 検 出 を

行 い 、 当 該 端 末 の 周 辺 の 伝 送 設 備 の 受 信 レ ベ ル が 伝 送 設 備 か

ら 指 定 さ れ た 条 件 を 満 た す 場 合 に あ っ て は 、 そ の 結 果 を 伝 送

設 備 に 通 知 す る こ と 。  

（ ２ ） 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ５ の 端 末 設 備  

ア 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 条 件 に 基 づ き 、 端 末 の 周 辺 の 伝

送 設 備 の 指 定 さ れ た 制 御 チ ャ ネ ル の 受 信 レ ベ ル に つ い て 検

出 を 行 い 、 指 定 さ れ た 時 間 間 隔 ご と に そ の 結 果 を 伝 送 設 備

に 通 知 す る こ と 。  

イ 通 話 チ ャ ネ ル の 受 信 レ ベ ル と 端 末 の 周 辺 の 伝 送 設 備 の 制

御 チ ャ ネ ル の 最 大 受 信 レ ベ ル が 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 条

件 を 満 た す 場 合 に あ っ て は 、 そ の 結 果 を 伝 送 設 備 に 通 知 す

る こ と 。  

７ 送 信 停 止 指 示 に 従 う 機 能  

伝 送 設 備 か ら チ ャ ネ ル の 切 断 を 要 求 す る 信 号 を 受 信 し た 場 合

は 、 そ の 確 認 を す る 信 号 を 送 出 し 、 送 信 を 停 止 す る 機 能 を 有 す

る こ と 。 た だ し 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 は 、 確 認 を す

る 信 号 の 送 出 は 不 要 と す る 。  

８ 端 末 固 有 情 報 の 変 更 を 防 止 す る 機 能  

（ １ ） 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 は 、 容 易 に 取 り 外 せ な い

こ と 。 た だ し 、 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 を 取 り 外 す 機 能

を 有 し て い る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ ２ ） 端 末 固 有 情 報 は 、 容 易 に 書 き 換 え が で き な い こ と 。  

（ ３ ） 端 末 固 有 情 報 の う ち 利 用 者 が 直 接 使 用 す る も の 以 外 の

も の に つ い て は 、 容 易 に 知 得 が で き な い こ と 。  

９ そ の 他  

端 末 設 備 等 規 則 第22 条 第 ２ 号 、 第23 条 及 び 第26 条 か ら 第28 条

ま で に 規 定 す る 機 能 と 同 等 の 機 能 を 備 え る こ と 。  

第 ２ 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ４ 又 は 第49 条 の ６ の ５ に 規 定 す る

方 式 の う ち 拡 散 符 号 速 度 が 毎 秒 ３ .84 メ ガ チ ッ プ の 無 線 設 備 を 使 用

す る 端 末 設 備 の 電 気 的 条 件 等  

１ 基 本 的 機 能  

（ １ ） 発 信 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 発 信 を 要 求 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

（ ２ ） 応 答 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 応 答 を 確 認 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

（ ３ ） 通 信 を 終 了 す る 場 合 に あ っ て は 、 チ ャ ネ ル を 切 断 す る

信 号 を 送 出 す る も の で あ る こ と 。  

２ 発 信 時 の 制 限 機 能  

（ １ ） 発 信 に 際 し て 相 手 の 端 末 か ら の 応 答 を 自 動 的 に 確 認 す

る 場 合 で あ っ て 、 電 気 通 信 回 線 か ら の 応 答 が 確 認 で き な い と

き は 、 選 択 信 号 送 出 終 了 後 ２ 分 以 内 に チ ャ ネ ル を 切 断 す る 信
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号 を 送 出 し 、 送 信 を 停 止 す る も の で あ る こ と 。  

（ ２ ） 自 動 再 発 信 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 そ の 回 数 は ３ 回 以

下 で あ る こ と 。 な お 、 最 初 の 発 信 か ら ３ 分 を 超 え た 場 合 に は

別 の 発 信 と み な す も の と す る 。  

（ ３ ） （ ２ ） の 規 定 は 、 火 災 、 盗 難 そ の 他 の 非 常 の 場 合 に

は 、 適 用 し な い 。  

３ 送 信 タ イ ミ ン グ  

（ １ ） 制 御 チ ャ ネ ル に お け る 送 信 は 、 無 線 設 備 規 則 第49 条 の

６ の ４ 又 は 第49 条 の ６ の ５ の 伝 送 設 備 （ 同 規 則 第49 条 の ６ の

伝 送 設 備 に よ り 中 継 さ れ る 場 合 を 含 む 。 以 下 第 ２ に お い て

「 伝 送 設 備 」 と い う 。 ） か ら 受 信 し た ス ロ ッ ト に 同 期 さ せ 、

か つ 、 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た ア ク セ ス ス ロ ッ ト に お い て 送

信 を 開 始 す る も の で あ る こ と 。  

（ ２ ） 通 信 チ ャ ネ ル に お け る 送 信 は 、 伝 送 設 備 か ら 受 信 し た

フ レ ー ム に 同 期 さ せ 、 か つ 、 そ の 開 始 の 時 か ら １ ,024 チ ッ プ

に 相 当 す る 遅 延 時 間 の 後 に 送 信 を 開 始 す る も の と し 、 そ の 送

信 の 開 始 の 時 の 偏 差 は± １ . ５ チ ッ プ の 範 囲 で あ る こ と 。  

４ ラ ン ダ ム ア ク セ ス 制 御  

（ １ ） 制 御 チ ャ ネ ル に お け る 送 信 は 、 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ

た 条 件 に 基 づ く 信 号 を 送 出 後 、 ７ ,680 チ ッ プ 又 は12,800 チ ッ

プ の 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 時 間 後 に 送 信 許 可 信 号 を 受 信 し

た 場 合 は 、 当 該 信 号 を 受 信 し て か ら ７ ,680 チ ッ プ 後 に 情 報 の

送 信 を 行 う こ と 。  

（ ２ ） （ １ ） に お い て 送 信 禁 止 信 号 を 受 信 し た 場 合 又 は 送 信

許 可 信 号 若 し く は 送 信 禁 止 信 号 を 受 信 で き な か っ た 場 合 は 、

再 び （ １ ） の 動 作 を 行 う こ と と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 再

び （ １ ） の 動 作 を 行 う 回 数 は 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 さ れ る 回 数

を 超 え ず 、 か つ 、64 回 を 超 え な い こ と 。  

５ 位 置 登 録 制 御  

伝 送 設 備 か ら の 位 置 情 報 が 、 端 末 に 記 憶 さ れ て い る も の と 一

致 し な い 場 合 の み 、 位 置 情 報 の 登 録 を 要 求 す る 信 号 を 送 出 す る

こ と 。 た だ し 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 、 又 は 利 用 者 が

当 該 端 末 を 操 作 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

６ 受 信 レ ベ ル 通 知 機 能  

伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 条 件 に 基 づ き 、 端 末 の 周 辺 の 伝 送 設

備 の 指 定 さ れ た チ ャ ネ ル の 受 信 レ ベ ル に つ い て 検 出 を 行 い 、 当

該 端 末 の 周 辺 の 伝 送 設 備 の 受 信 レ ベ ル が 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ

た 条 件 を 満 た す 場 合 に あ っ て は 、 そ の 結 果 を 伝 送 設 備 に 通 知 す

る こ と 。  

７ 送 信 停 止 指 示 に 従 う 機 能  

伝 送 設 備 か ら チ ャ ネ ル の 切 断 を 要 求 す る 信 号 を 受 信 し た 場 合

は 、 そ の 確 認 を す る 信 号 を 送 出 し 、 送 信 を 停 止 す る 機 能 を 有 す
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る こ と 。 た だ し 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 は 、 確 認 を す

る 信 号 の 送 出 は 不 要 と す る 。  
８ 端 末 固 有 情 報 の 変 更 を 防 止 す る 機 能  

（ １ ） 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 は 、 容 易 に 取 り 外 せ な い

こ と 。 た だ し 、 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 を 取 り 外 す 機 能

を 有 し て い る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ ２ ） 端 末 固 有 情 報 は 、 容 易 に 書 き 換 え が で き な い こ と 。  

（ ３ ） 端 末 固 有 情 報 の う ち 利 用 者 が 直 接 使 用 す る も の 以 外 の

も の に つ い て は 、 容 易 に 知 得 が で き な い こ と 。  

９ そ の 他  

端 末 設 備 等 規 則 第22 条 第 ２ 号 、 第23 条 及 び 第26 条 か ら 第28 条

ま で に 規 定 す る 機 能 と 同 等 の 機 能 を 備 え る こ と 。  

第 ３ 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ６ に 規 定 す る 方 式 の う ち 拡 散 符 号

速 度 が 毎 秒 ３ .84 メ ガ チ ッ プ 又 は 毎 秒 ７ .68 メ ガ チ ッ プ の 無 線 設 備

を 使 用 す る 端 末 設 備 の 電 気 的 条 件 等  

１ 基 本 的 機 能  

（ １ ） 発 信 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 発 信 を 要 求 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

（ ２ ） 応 答 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 応 答 を 確 認 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

（ ３ ） 通 信 を 終 了 す る 場 合 に あ っ て は 、 チ ャ ネ ル を 切 断 す る

信 号 を 送 出 す る も の で あ る こ と 。  

２ 発 信 時 の 制 限 機 能  

（ １ ） 発 信 に 際 し て 相 手 の 端 末 か ら の 応 答 を 自 動 的 に 確 認 す

る 場 合 で あ っ て 、 電 気 通 信 回 線 か ら の 応 答 が 確 認 で き な い と

き は 、 選 択 信 号 送 出 終 了 後 ２ 分 以 内 に チ ャ ネ ル を 切 断 す る 信

号 を 送 出 し 、 送 信 を 停 止 す る も の で あ る こ と 。  

（ ２ ） 自 動 再 発 信 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 そ の 回 数 は ３ 回 以

下 で あ る こ と 。 な お 、 最 初 の 発 信 か ら ３ 分 を 超 え た 場 合 に は

別 の 発 信 と み な す も の と す る 。  

（ ３ ） （ ２ ） の 規 定 は 、 火 災 、 盗 難 そ の 他 の 非 常 の 場 合 に

は 、 適 用 し な い 。  

３ 送 信 タ イ ミ ン グ  

（ １ ） 制 御 チ ャ ネ ル に お け る 送 信 は 、 無 線 設 備 規 則 第49 条 の

６ の ６ の 伝 送 設 備 （ 以 下 第 ３ に お い て 「 伝 送 設 備 」 と い

う 。 ） か ら 受 信 し た ス ロ ッ ト に 同 期 さ せ 、 か つ 、 伝 送 設 備 か

ら 指 定 さ れ た ア ク セ ス ス ロ ッ ト に お い て 送 信 を 開 始 す る も の

で あ る こ と 。  

（ ２ ） 通 信 チ ャ ネ ル に お け る 送 信 は 、 伝 送 設 備 か ら 受 信 し た

フ レ ー ム に 同 期 さ せ 、 か つ 、 そ の 開 始 の 時 と 受 信 し た フ レ ー

ム と の 偏 差 は ０ か ら ＋ ３ チ ッ プ の 範 囲 で あ る こ と 。  
４ ラ ン ダ ム ア ク セ ス 制 御  
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（ １ ） 制 御 チ ャ ネ ル 上 で 、 上 り メ ッ セ ー ジ を 送 出 後 、100 ミ

リ 秒 以 上 ８ ,000 ミ リ 秒 以 下 の 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 時 間 内

に 確 認 信 号 を 伝 送 設 備 か ら 受 信 し た 場 合 は 、 制 御 チ ャ ネ ル に

お け る 送 信 を 完 了 す る こ と 。  

（ ２ ） （ １ ） に お い て 確 認 信 号 を 受 信 で き な か っ た 場 合 は 、

再 び （ １ ） の 動 作 を 行 う こ と と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 再

び （ １ ） の 動 作 を 行 う 回 数 は 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 さ れ る 回 数

を 超 え ず 、 か つ 、 ７ 回 を 超 え な い こ と 。  

５ 送 信 停 止 指 示 に 従 う 機 能  

伝 送 設 備 か ら チ ャ ネ ル の 切 断 を 要 求 す る 信 号 を 受 信 し た 場 合

は 、 そ の 確 認 を す る 信 号 を 送 出 し 、 送 信 を 停 止 す る 機 能 を 有 す

る こ と 。 た だ し 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 は 、 確 認 を す

る 信 号 の 送 出 は 不 要 と す る 。  

６ 端 末 固 有 情 報 の 変 更 を 防 止 す る 機 能  

（ １ ） 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 は 、 容 易 に 取 り 外 せ な い

こ と 。 た だ し 、 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 を 取 り 外 す 機 能

を 有 し て い る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ ２ ） 端 末 固 有 情 報 は 、 容 易 に 書 き 換 え が で き な い こ と 。  

（ ３ ） 端 末 固 有 情 報 の う ち 利 用 者 が 直 接 使 用 す る も の 以 外 の

も の に つ い て は 、 容 易 に 知 得 が で き な い こ と 。  

７ そ の 他  
端 末 設 備 等 規 則 第22 条 か ら 第24 条 ま で 及 び 第26 条 か ら 第28 条

ま で に 規 定 す る 機 能 と 同 等 の 機 能 を 備 え る こ と 。  

第 ４ 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ９ 又 は 第49 条 の ６ の10 に 規 定 す る

方 式 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 端 末 設 備 の 電 気 的 条 件 等  

１ 基 本 的 機 能  

（ １ ） 発 信 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 発 信 を 要 求 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

（ ２ ） 応 答 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 応 答 を 確 認 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

２ 送 信 タ イ ミ ン グ  

無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ９ 又 は 第49 条 の ６ の10 の 伝 送 設 備

（ 同 規 則 第49 条 の ６ の 伝 送 設 備 に よ り 中 継 さ れ る 場 合 を 含 む 。

以 下 第 ４ に お い て 「 伝 送 設 備 」 と い う 。 ） か ら 受 信 し た フ レ ー

ム に 同 期 さ せ 、 か つ 、 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た サ ブ フ レ ー ム に

お い て 送 信 を 開 始 す る も の と し 、 そ の 送 信 の 開 始 の 時 の 偏 差 は

±130 ナ ノ 秒 （ 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ９ 第 １ 項 及 び 第 ５ 項

に 規 定 す る 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 端 末 設 備 の 場 合 に

あ っ て は 、±434 ナ ノ 秒 ） の 範 囲 で あ る こ と 。  

３ ラ ン ダ ム ア ク セ ス 制 御  
（ １ ） 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 条 件 に お い て ラ ン ダ ム ア ク セ

ス 制 御 信 号 を 送 出 後 、13 サ ブ フ レ ー ム （ 無 線 設 備 規 則 第49 条
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の ６ の ９ 第 １ 項 及 び 第 ６ 項 に 規 定 す る 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備

を 使 用 す る 端 末 設 備 の 場 合 に あ っ て は 、403 サ ブ フ レ ー ム ）

以 内 の 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 時 間 内 に 伝 送 設 備 か ら 送 信 許

可 信 号 を 受 信 し た 場 合 は 、 送 信 許 可 信 号 を 受 信 し た 時 か ら 、

伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た ６ サ ブ フ レ ー ム 以 降 で 最 初 に 送 信 可

能 な サ ブ フ レ ー ム 又 は そ の 次 に 送 信 可 能 な サ ブ フ レ ー ム に 情

報 の 送 信 を 行 う こ と 。 た だ し 、 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ９

第 １ 項 及 び 第 ５ 項 に 規 定 す る 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 を 使 用 す

る 端 末 設 備 の 場 合 に あ っ て は 、 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 条 件

に お い て ラ ン ダ ム ア ク セ ス 制 御 信 号 を 送 出 後 、41 サ ブ フ レ ー

ム ＋10.24 秒 以 内 の 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 時 間 内 に 伝 送 設 備

か ら 送 信 許 可 信 号 を 受 信 し た と き は 、 送 信 許 可 信 号 を 受 信 し

た 時 か ら 、12 ミ リ 秒 以 降 に 開 始 す る ス ロ ッ ト で 情 報 の 送 信 を

行 う こ と 。  

（ ２ ） （ １ ） に お い て 送 信 禁 止 信 号 を 受 信 し た 場 合 又 は 送 信

許 可 信 号 若 し く は 送 信 禁 止 信 号 を 受 信 で き な か っ た 場 合 は 、

再 び （ １ ） の 動 作 を 行 う こ と と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 再

び （ １ ） の 動 作 を 行 う 回 数 は 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 さ れ る 回 数

を 超 え な い こ と 。  

４ タ イ ム ア ラ イ ン メ ン ト 制 御  

伝 送 設 備 か ら の 指 示 に 従 い 送 信 タ イ ミ ン グ を 調 整 す る 機 能 を

有 す る こ と 。  

５ 位 置 登 録 制 御  

伝 送 設 備 か ら の 位 置 情 報 が 、 端 末 に 記 憶 さ れ て い る も の と 一

致 し な い 場 合 の み 、 位 置 情 報 の 登 録 を 要 求 す る 信 号 を 送 出 す る

こ と 。 た だ し 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 、 又 は 利 用 者 が

当 該 端 末 を 操 作 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

６ 送 信 停 止 指 示 に 従 う 機 能  

伝 送 設 備 か ら チ ャ ネ ル の 切 断 を 要 求 す る 信 号 を 受 信 し た 場 合

は 、 送 信 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。  

７ 受 信 レ ベ ル 通 知 機 能  

伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 条 件 に 基 づ き 、 端 末 の 周 辺 の 伝 送 設

備 の 指 定 さ れ た 参 照 信 号 の 受 信 レ ベ ル に つ い て 検 出 を 行 い 、 当

該 端 末 の 周 辺 の 伝 送 設 備 の 受 信 レ ベ ル が 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ

た 条 件 を 満 た す 場 合 に あ っ て は 、 そ の 結 果 を 伝 送 設 備 に 通 知 す

る こ と 。  

８ 端 末 固 有 情 報 の 変 更 を 防 止 す る 機 能  

（ １ ） 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 は 、 容 易 に 取 り 外 せ な い

こ と 。 た だ し 、 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 を 取 り 外 す 機 能

を 有 し て い る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  
（ ２ ） 端 末 固 有 情 報 は 、 容 易 に 書 き 換 え が で き な い こ と 。  

（ ３ ） 端 末 固 有 情 報 の う ち 利 用 者 が 直 接 使 用 す る も の 以 外 の
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も の に つ い て は 、 容 易 に 知 得 が で き な い こ と 。  
９ 救 済 網 に 過 大 な 負 荷 を 与 え な い よ う に す る 機 能  

（ １ ） 救 済 網 （ 端 末 設 備 等 規 則 第32 条 の24 の ２ に 規 定 す る 救

済 網 を い う 。 （ ２ ） に お い て 同 じ 。 ） へ の 接 続 は 、 基 地 局 か

ら 報 知 さ れ る 規 制 情 報 に 従 っ て 行 う こ と 。  

（ ２ ） 救 済 網 へ 接 続 し た 際 に 救 済 網 か ら 拒 否 信 号 を 受 信 し た

と き は 、 当 該 拒 否 信 号 に 付 さ れ た 再 送 間 隔 に 指 定 さ れ た 間 隔

を お い た 後 に 接 続 を 試 み る こ と 。 た だ し 、 再 送 間 隔 の 指 定 が

無 い 場 合 は 、12 分 以 上 の 間 隔 を お い た 後 に 接 続 を 試 み る こ

と 。  

（ ３ ） 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ９ 第 １ 項 及 び 第 ５ 項 に 規 定

す る 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 又 は 同 条 第 １ 項 及 び 第 ６ 項 に 規 定

す る 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 端 末 設 備 並 び に 複 数 の

電 気 通 信 事 業 者 の デ ジ タ ル デ ー タ 伝 送 用 設 備 （ 端 末 設 備 等 規

則 第 ２ 条 第 ２ 項 第15 号 に 規 定 す る デ ジ タ ル デ ー タ 伝 送 用 設 備

を い う 。 以 下 （ ３ ） に お い て 同 じ 。 ） に 接 続 す る 機 能 を 有 し

な い 端 末 設 備 及 び 専 ら 試 験 を 行 う こ と を 目 的 と し て デ ジ タ ル

デ ー タ 伝 送 用 設 備 に 接 続 す る 端 末 設 備 （ 専 ら 本 邦 外 に お い て

使 用 す る も の に 限 る 。 ） に あ っ て は 、 （ １ ） 及 び （ ２ ） の 規

定 を 適 用 し な い 。  

10 そ の 他  
端 末 設 備 等 規 則 第22 条 第 ２ 号 、 第23 条 、 第26 条 か ら 第28 条 ま

で 及 び 第32 条 の24 の ２ 第 ３ 号 に 規 定 す る 機 能 と 同 等 の 機 能 を 備

え る こ と 。 た だ し 、 ９ （ ３ ） に 規 定 す る 端 末 設 備 に あ っ て は 、

同 号 に 規 定 す る 機 能 と 同 等 の 機 能 を 備 え る こ と を 要 し な い 。  

第 ４ の ２ 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の12 又 は 第49 条 の ６ の13 に 規 定

す る 方 式 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 端 末 設 備 の 電 気 的 条 件 等  

１ 基 本 的 機 能  

（ １ ） 発 信 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 発 信 を 要 求 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

（ ２ ） 応 答 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 応 答 を 確 認 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

２ 送 信 タ イ ミ ン グ  

無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の12 又 は 第49 条 の ６ の13 の 伝 送 設 備

（ 以 下 第 ４ の ２ に お い て 「 伝 送 設 備 」 と い う 。 ） か ら 受 信 し た

フ レ ー ム に 同 期 さ せ 、 か つ 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た シ ン ボ ル に

お い て 送 信 を 開 始 す る も の と し 、 そ の 送 信 の 開 始 の 時 の 偏 差

は 、 サ ブ キ ャ リ ア 間 隔 が15kHz 及 び30kHz に お い て は±130 ナ

ノ 秒 、 サ ブ キ ャ リ ア 間 隔 が60kHz に お い て は±65 ナ ノ 秒 、 サ ブ

キ ャ リ ア 間 隔 が120kHz に お い て は±16.25 ナ ノ 秒 の 範 囲 で あ る

こ と 。  
３ ラ ン ダ ム ア ク セ ス 制 御  
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（ １ ） 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 条 件 に お い て ラ ン ダ ム ア ク セ

ス 制 御 信 号 を 送 出 し た 後 、 一 シ ン ボ ル 以 降 の 最 初 に 制 御 信 号

の 検 出 を 試 み る シ ン ボ ル か ら10 ミ リ 秒 以 内 の 伝 送 設 備 か ら 指

定 さ れ た 時 間 内 に 伝 送 設 備 か ら 送 信 許 可 信 号 を 受 信 し た 場 合

は 、 送 信 許 可 信 号 を 受 信 し た 時 か ら 、 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ

た 条 件 に お い て 情 報 の 送 信 を 行 う こ と 。  

（ ２ ） （ １ ） に お い て 送 信 禁 止 信 号 を 受 信 し た 場 合 又 は 送 信

許 可 信 号 若 し く は 送 信 禁 止 信 号 を 受 信 で き な か っ た 場 合 は 、

再 び （ １ ） の 動 作 を 行 う こ と と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 再

び （ １ ） の 動 作 を 行 う 回 数 は 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 さ れ る 回 数

を 超 え な い こ と 。  

４ タ イ ム ア ラ イ ン メ ン ト 制 御  

伝 送 設 備 か ら の 指 定 に 従 い 送 信 タ イ ミ ン グ を 調 整 す る 機 能 を

有 す る こ と 。  

５ 位 置 登 録 制 御  

（ １ ） 伝 送 設 備 か ら の 位 置 情 報 が 、 端 末 に 記 憶 さ れ て い る も

の と 一 致 し な い 場 合 の み 、 位 置 情 報 の 登 録 を 要 求 す る 信 号 を

送 出 す る こ と 。 た だ し 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 、 又

は 利 用 者 が 当 該 端 末 を 操 作 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ ２ ） 伝 送 設 備 か ら の 位 置 情 報 の 登 録 を 確 認 す る 信 号 を 受 信

し た 場 合 に あ っ て は 、 端 末 に 記 憶 さ れ て い る 位 置 情 報 を 更 新

し 、 か つ 、 保 持 す る も の で あ る こ と 。  

（ ３ ） 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ９ 、 第49 条 の ６ の10 、 第49

条 の23 の ７ 、 第49 条 の28 又 は 第49 条 の29 に 規 定 す る 方 式 の 無

線 設 備 を 使 用 す る 端 末 設 備 と 構 造 上 一 体 と な っ て お り 、 同 令

第49 条 の ６ の ９ 、 第49 条 の ６ の10 、 第49 条 の23 の ７ 、 第49

条 の28 又 は 第49 条 の29 に 規 定 す る 方 式 の 無 線 設 備 を 使 用 す る

端 末 設 備 に お い て 位 置 登 録 制 御 を 行 う 端 末 に あ っ て は 、

（ １ ） 及 び （ ２ ） の 規 定 を 適 用 し な い 。  

６ 送 信 停 止 指 示 に 従 う 機 能  

伝 送 設 備 か ら チ ャ ネ ル の 切 断 を 要 求 す る 信 号 を 受 信 し た 場 合

は 、 送 信 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。  

７ 受 信 レ ベ ル 通 知 機 能  

伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 条 件 に 基 づ き 、 端 末 の 周 辺 の 伝 送 設

備 の 指 定 さ れ た 参 照 信 号 の 受 信 レ ベ ル に つ い て 検 出 を 行 い 、 当

該 端 末 の 周 辺 の 伝 送 設 備 の 受 信 レ ベ ル が 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ

た 条 件 を 満 た す 場 合 に あ っ て は 、 そ の 結 果 を 伝 送 設 備 に 通 知 す

る こ と 。  

８ 端 末 固 有 情 報 の 変 更 を 防 止 す る 機 能  

（ １ ） 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 は 、 当 該 装 置 を 取 り 外 す

機 能 を 有 し て い る 場 合 を 除 き 、 容 易 に 取 り 外 せ な い こ と 。  
（ ２ ） 端 末 固 有 情 報 は 、 容 易 に 書 き 換 え が で き な い こ と 。  
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（ ３ ） 端 末 固 有 情 報 の う ち 利 用 者 が 直 接 使 用 す る も の 以 外 の

も の に つ い て は 、 容 易 に 知 得 で き な い こ と 。  
９ チ ャ ネ ル 切 替 指 示 に 従 う 機 能  

伝 送 設 備 か ら の チ ャ ネ ル を 指 定 す る 信 号 を 受 信 し た 場 合 に あ

っ て は 、 指 定 さ れ た チ ャ ネ ル に 切 り 替 え る 機 能 を 備 え な け れ ば

な ら な い 。  

10 受 信 レ ベ ル 等 の 劣 化 時 の 自 動 的 な 送 信 停 止 機 能  

通 信 中 の 受 信 レ ベ ル 又 は 伝 送 品 質 が 著 し く 劣 化 し た 場 合 に あ

っ て は 、 自 動 的 に 送 信 を 停 止 す る 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な

い 。  

11 故 障 時 の 自 動 的 な 送 信 停 止 機 能  

故 障 に よ り 送 信 が 継 続 的 に 行 わ れ る 場 合 に あ っ て は 、 自 動 的

に そ の 送 信 を 停 止 す る 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。  

12 重 要 通 信 の 確 保 の た め の 機 能  

重 要 通 信 を 確 保 す る た め 、 伝 送 設 備 か ら の 発 信 の 規 制 を 要 求

す る 信 号 を 受 信 し た 場 合 に あ っ て は 、 信 号 を 発 信 し な い 機 能 を

備 え な け れ ば な ら な い 。  

 第 ４ の ３ 無 線 設 備 規 則 第49 条 の23 の ７ に 規 定 す る 方 式 の 無 線 設 備

を 使 用 す る 端 末 設 備 の 電 気 的 条 件 等  

  １ 基 本 的 機 能  

   （ １ ） 発 信 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 発 信 を 要 求 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

   （ ２ ） 応 答 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 応 答 を 確 認 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

  ２ 送 信 タ イ ミ ン グ  

   無 線 設 備 規 則 第49 条 の23 の ７ の 伝 送 設 備 （ 同 令 第49 条 の23 の

８ の 伝 送 設 備 に よ り 中 継 さ れ る 場 合 を 含 む 。 以 下 第 ４ の ３ に お

い て 「 伝 送 設 備 」 と い う 。 ） か ら 受 信 し た フ レ ー ム に 同 期 さ

せ 、 か つ 、 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た サ ブ フ レ ー ム に お い て 送 信

を 開 始 す る も の と し 、 そ の 送 信 の 開 始 の 時 の 偏 差 は±130 ナ ノ

秒 の 範 囲 で あ る こ と 。  

 ３ ラ ン ダ ム ア ク セ ス 制 御  

  （ １ ） 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 条 件 に お い て ラ ン ダ ム ア ク セ

ス 制 御 信 号 を 送 出 後 、13 サ ブ フ レ ー ム 以 内 の 伝 送 設 備 か ら 指

定 さ れ た 時 間 内 に 伝 送 設 備 か ら 送 信 許 可 信 号 を 受 信 し た 場 合

は 、 送 信 許 可 信 号 を 受 信 し た 時 か ら 、 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ

た ６ サ ブ フ レ ー ム 以 降 で 最 初 に 送 信 可 能 な サ ブ フ レ ー ム 又 は

そ の 次 に 送 信 可 能 な サ ブ フ レ ー ム に 情 報 の 送 信 を 行 う こ と 。  

  （ ２ ） （ １ ） に お い て 送 信 禁 止 信 号 を 受 信 し た 場 合 又 は 送 信

許 可 信 号 若 し く は 送 信 禁 止 信 号 を 受 信 で き な か っ た 場 合 は 、

再 び （ １ ） の 動 作 を 行 う こ と と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 再

び （ １ ） の 動 作 を 行 う 回 数 は 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 さ れ る 回 数



23/29 

を 超 え な い こ と 。  

 ４ タ イ ム ア ラ イ ン メ ン ト 制 御  
伝 送 設 備 か ら の 指 示 に 従 い 送 信 タ イ ミ ン グ を 調 整 す る 機 能 を

有 す る こ と 。  

  ５ 位 置 登 録 制 御  

    伝 送 設 備 か ら の 位 置 情 報 が 、 端 末 に 記 憶 さ れ て い る も の と 一

致 し な い 場 合 の み 、 位 置 情 報 の 登 録 を 要 求 す る 信 号 を 送 出 す る

こ と 。 た だ し 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 又 は 利 用 者 が 当

該 端 末 を 操 作 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

  ６ 送 信 停 止 指 示 に 従 う 機 能  

    伝 送 設 備 か ら チ ャ ネ ル の 切 断 を 要 求 す る 信 号 を 受 信 し た 場 合

は 、 送 信 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。  

  ７ 受 信 レ ベ ル 通 知 機 能  

    伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 条 件 に 基 づ き 、 端 末 の 周 辺 の 伝 送 設

備 の 指 定 さ れ た 参 照 信 号 の 受 信 レ ベ ル に つ い て 検 出 を 行 い 、 当

該 端 末 の 周 辺 の 伝 送 設 備 の 受 信 レ ベ ル が 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ

た 条 件 を 満 た す 場 合 に あ っ て は 、 そ の 結 果 を 伝 送 設 備 に 通 知 す

る こ と 。  

  ８ 端 末 固 有 情 報 の 変 更 を 防 止 す る 機 能  

   （ １ ） 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 は 、 容 易 に 取 り 外 せ な い

こ と 。 た だ し 、 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 を 取 り 外 す 機 能

を 有 し て い る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

   （ ２ ） 端 末 固 有 情 報 は 、 容 易 に 書 き 換 え が で き な い こ と 。  

   （ ３ ） 端 末 固 有 情 報 の う ち 利 用 者 が 直 接 使 用 す る も の 以 外 の

も の に つ い て は 、 容 易 に 知 得 が で き な い こ と 。  

  ９ そ の 他  

端 末 設 備 等 規 則 第22 条 第 ２ 号 、 第23 条 及 び 第26 条 か ら 第28 条

ま で に 規 定 す る 機 能 と 同 等 の 機 能 を 備 え る こ と 。  

第 ５ 無 線 設 備 規 則 第49 条 の28 に 規 定 す る 方 式 の 無 線 設 備 を 使 用 す

る 端 末 設 備 の 電 気 的 条 件 等  

１ 基 本 的 機 能  

（ １ ） 発 信 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 発 信 を 要 求 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

（ ２ ） 応 答 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 応 答 を 確 認 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

（ ３ ） 通 信 を 終 了 す る 場 合 に あ っ て は 、 チ ャ ネ ル を 切 断 す る

信 号 を 送 出 す る も の で あ る こ と 。  

２ 発 信 時 の 制 限 機 能  

発 信 に 際 し て 相 手 の 端 末 か ら の 応 答 を 自 動 的 に 確 認 す る 場 合

で あ っ て 、 電 気 通 信 回 線 か ら の 応 答 が 確 認 で き な い と き は 、 送

信 を 停 止 す る も の で あ る こ と 。  
３ 送 信 タ イ ミ ン グ  
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（ １ ） 制 御 チ ャ ネ ル に お け る 送 信 は 、 無 線 設 備 規 則 第49 条 の

28 の 伝 送 設 備 （ 以 下 第 ５ に お い て 「 伝 送 設 備 」 と い う 。 ） か

ら 受 信 し た ス ロ ッ ト に 同 期 さ せ 、 か つ 、 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ

れ た ア ク セ ス ス ロ ッ ト に お い て 送 信 を 開 始 す る も の で あ る こ

と 。  

（ ２ ） 通 信 チ ャ ネ ル に お け る 送 信 は 、 伝 送 設 備 か ら 受 信 し た

フ レ ー ム に 同 期 さ せ 、 か つ 、 そ の 開 始 の 時 と 受 信 し た フ レ ー

ム と の 偏 差 は± （Tb ／32 ） ／ ４ の 範 囲 で あ る こ と 。  

（ 注 ） Tb と は 、 有 効 シ ン ボ ル 長 で あ る 。  

４ ラ ン ダ ム ア ク セ ス 制 御  

制 御 チ ャ ネ ル 上 で 、 上 り 信 号 を 送 出 後 、 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ

れ た 時 間 内 に 確 認 信 号 を 伝 送 設 備 か ら 受 信 し た 場 合 は 、 制 御 チ

ャ ネ ル に お け る 送 信 を 完 了 す る こ と 。  

５ 送 信 停 止 指 示 に 従 う 機 能  

伝 送 設 備 か ら チ ャ ネ ル の 切 断 を 要 求 す る 信 号 を 受 信 し た 場 合

は 、 そ の 確 認 を す る 信 号 を 送 出 し 、 送 信 を 停 止 す る 機 能 を 有 す

る こ と 。  

６ そ の 他  

端 末 設 備 等 規 則 第22 条 か ら 第24 条 ま で 、 第26 条 及 び 第27 条 に

規 定 す る 機 能 と 同 等 の 機 能 を 備 え る こ と 。  

第 ６ 無 線 設 備 規 則 第49 条 の29 に 規 定 す る 方 式 の 無 線 設 備 を 使 用 す

る 端 末 設 備 の 電 気 的 条 件 等  

１ 基 本 的 機 能  

（ １ ） 発 信 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 発 信 を 要 求 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

（ ２ ） 応 答 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 応 答 を 確 認 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

２ 送 信 タ イ ミ ン グ  

無 線 設 備 規 則 第49 条 の29 の 伝 送 設 備 （ 以 下 第 ６ に お い て 「 伝

送 設 備 」 と い う 。 ） か ら 受 信 し た フ レ ー ム に 同 期 さ せ 、 か つ 、

伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た チ ャ ネ ル に お い て 送 信 を 開 始 す る も の

と し 、 そ の 送 信 の 開 始 の 時 の 偏 差 は 、±208 ナ ノ 秒 （ 無 線 設 備

規 則 第49 条 の29 第 １ 項 、 第 ７ 項 及 び 第 ８ 項 に 規 定 す る 陸 上 移 動

局 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 端 末 設 備 の 場 合 に あ っ て は 、±130 ナ

ノ 秒 ） の 範 囲 で あ る こ と 。  

３ ラ ン ダ ム ア ク セ ス 制 御  

（ １ ） 通 信 チ ャ ネ ル の 指 定 の 要 求 を す る 信 号 の 送 信 は 、 伝 送

設 備 か ら の 制 御 信 号 に 同 期 し て 行 う も の で あ る こ と 。  

（ ２ ） 通 信 チ ャ ネ ル の 指 定 の 要 求 を す る 信 号 を 送 信 し た 後 、

伝 送 設 備 か ら １ . ２ 秒 （ 無 線 設 備 規 則 第49 条 の29 第 １ 項 、 第 ７

項 及 び 第 ８ 項 に 規 定 す る 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 端

末 設 備 の 場 合 に あ っ て は 、 ０ .403 秒 ） 以 内 に 通 信 チ ャ ネ ル を
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指 定 す る 信 号 を 受 信 し た 場 合 は 、 指 定 さ れ た 通 信 チ ャ ネ ル を

使 用 し て 情 報 の 送 信 を 行 う も の で あ る こ と 。  
（ ３ ） 伝 送 設 備 か ら の 通 信 チ ャ ネ ル を 指 定 す る 信 号 が 受 信 で

き な か っ た 場 合 に あ っ て は 、 不 規 則 な 遅 延 時 間 の 後 に （ １ ）

以 降 の 動 作 を 行 う も の と す る 。 た だ し 、 こ の 動 作 の 回 数 は

200 回 を 超 え て は な ら な い 。  

４ タ イ ム ア ラ イ ン メ ン ト 制 御  

伝 送 設 備 か ら の 指 示 に 従 い 送 信 タ イ ミ ン グ を 調 整 す る 機 能 を

有 す る こ と 。  

５ 位 置 登 録 制 御  

伝 送 設 備 か ら の 位 置 情 報 が 、 端 末 に 記 憶 さ れ て い る も の と 一

致 し な い 場 合 の み 、 位 置 情 報 の 登 録 を 要 求 す る 信 号 を 送 出 す る

こ と 。 た だ し 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 、 又 は 利 用 者 が

当 該 端 末 を 操 作 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

６ 送 信 停 止 指 示 に 従 う 機 能  

伝 送 設 備 か ら チ ャ ネ ル の 切 断 を 要 求 す る 信 号 を 受 信 し た 場 合

は 、 送 信 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。  

７ 受 信 レ ベ ル 通 知 機 能  

伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 条 件 に 基 づ き 、 端 末 の 周 辺 の 伝 送 設

備 の 指 定 さ れ た 参 照 信 号 の 受 信 レ ベ ル に つ い て 検 出 を 行 い 、 当

該 端 末 の 周 辺 の 伝 送 設 備 の 受 信 レ ベ ル が 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ

た 条 件 を 満 た す 場 合 に あ っ て は 、 そ の 結 果 を 伝 送 設 備 に 通 知 す

る こ と 。  

８ 端 末 固 有 情 報 の 変 更 を 防 止 す る 機 能  

（ １ ） 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 は 、 容 易 に 取 り 外 せ な い

こ と 。 た だ し 、 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 を 取 り 外 す 機 能

を 有 し て い る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ ２ ） 端 末 固 有 情 報 は 、 容 易 に 書 き 換 え が で き な い こ と 。  

（ ３ ） 端 末 固 有 情 報 の う ち 利 用 者 が 直 接 使 用 す る も の 以 外 の

も の に つ い て は 、 容 易 に 知 得 が で き な い こ と 。  

９ そ の 他  

端 末 設 備 等 規 則 第22 条 第 ２ 号 、 第23 条 及 び 第26 条 か ら 第28 条

ま で に 規 定 す る 機 能 と 同 等 の 機 能 を 備 え る こ と 。  

第 ６ の ２ 無 線 設 備 規 則 第49 条 の29 の ２ に 規 定 す る 方 式 の 無 線 設 備

を 使 用 す る 端 末 設 備 の 電 気 的 条 件 等  

１ 基 本 的 機 能  

（ １ ） 発 信 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 発 信 を 要 求 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  

（ ２ ） 応 答 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 応 答 を 確 認 す る 信 号 を 送

出 す る も の で あ る こ と 。  
２ 送 信 タ イ ミ ン グ  

無 線 設 備 規 則 第49 条 の29 の ２ の 伝 送 設 備 （ 以 下 第 ６ の ２ に お
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い て 「 伝 送 設 備 」 と い う 。 ） か ら 受 信 し た フ レ ー ム に 同 期 さ

せ 、 か つ 、 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た シ ン ボ ル に お い て 送 信 を 開

始 す る も の と し 、 そ の 送 信 の 開 始 の 時 の 偏 差 は 、 サ ブ キ ャ リ ア

間 隔 が15kHz 及 び30kHz に お い て は±130 ナ ノ 秒 、 サ ブ キ ャ リ

ア 間 隔 が60kHz に お い て は±65 ナ ノ 秒 、 サ ブ キ ャ リ ア 間 隔 が

120kHz に お い て は±16.25 ナ ノ 秒 の 範 囲 で あ る こ と 。  

３ ラ ン ダ ム ア ク セ ス 制 御  

（ １ ） 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 条 件 に お い て ラ ン ダ ム ア ク セ

ス 制 御 信 号 を 送 出 し た 後 、 一 シ ン ボ ル 以 降 の 最 初 に 制 御 信 号

の 検 出 を 試 み る シ ン ボ ル か ら10 ミ リ 秒 以 内 の 伝 送 設 備 か ら 指

定 さ れ た 時 間 内 に 伝 送 設 備 か ら 送 信 許 可 信 号 を 受 信 し た 場 合

は 、 送 信 許 可 信 号 を 受 信 し た 時 か ら 、 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ

た 条 件 に お い て 情 報 の 送 信 を 行 う こ と 。  

（ ２ ） （ １ ） に お い て 送 信 禁 止 信 号 を 受 信 し た 場 合 又 は 送 信

許 可 信 号 若 し く は 送 信 禁 止 信 号 を 受 信 で き な か っ た 場 合 は 、

再 び （ １ ） の 動 作 を 行 う こ と と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 再

び （ １ ） の 動 作 を 行 う 回 数 は 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 さ れ る 回 数

を 超 え な い こ と 。  

４ タ イ ム ア ラ イ ン メ ン ト 制 御  

伝 送 設 備 か ら の 指 示 に 従 い 送 信 タ イ ミ ン グ を 調 整 す る 機 能 を

有 す る こ と 。  

５ 位 置 登 録 制 御  

（ １ ） 伝 送 設 備 か ら の 位 置 情 報 が 、 端 末 に 記 憶 さ れ て い る も

の と 一 致 し な い 場 合 の み 、 位 置 情 報 の 登 録 を 要 求 す る 信 号 を

送 出 す る こ と 。 た だ し 、 伝 送 設 備 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 、 又

は 利 用 者 が 当 該 端 末 を 操 作 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ ２ ） 伝 送 設 備 か ら の 位 置 情 報 の 登 録 を 確 認 す る 信 号 を 受 信

し た 場 合 に あ っ て は 、 端 末 に 記 憶 さ れ て い る 位 置 情 報 を 更 新

し 、 か つ 、 保 持 す る も の で あ る こ と 。  

（ ３ ） 無 線 設 備 規 則 第49 条 の ６ の ９ 、 第49 条 の ６ の10 、 第49

条 の23 の ７ 、 第49 条 の28 又 は 第49 条 の29 に 規 定 す る 方 式 の 無

線 設 備 を 使 用 す る 端 末 設 備 と 構 造 上 一 体 と な っ て お り 、 同 令

第49 条 の ６ の ９ 、 第49 条 の ６ の10 、 第49 条 の23 の ７ 、 第49

条 の28 又 は 第49 条 の29 に 規 定 す る 方 式 の 無 線 設 備 を 使 用 す る

端 末 設 備 に お い て 位 置 登 録 制 御 を 行 う 端 末 に あ っ て は 、

（ １ ） 及 び （ ２ ） の 規 定 を 適 用 し な い 。  

６ 送 信 停 止 指 示 に 従 う 機 能  

伝 送 設 備 か ら チ ャ ネ ル の 切 断 を 要 求 す る 信 号 を 受 信 し た 場 合

は 、 送 信 を 停 止 す る 機 能 を 有 す る こ と 。  

７ 受 信 レ ベ ル 通 知 機 能  

伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ た 条 件 に 基 づ き 、 端 末 の 周 辺 の 伝 送 設

備 の 指 定 さ れ た 参 照 信 号 の 受 信 レ ベ ル に つ い て 検 出 を 行 い 、 当
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該 端 末 の 周 辺 の 伝 送 設 備 の 受 信 レ ベ ル が 伝 送 設 備 か ら 指 定 さ れ

た 条 件 を 満 た す 場 合 に あ っ て は 、 そ の 結 果 を 伝 送 設 備 に 通 知 す

る こ と 。  

８ 端 末 固 有 情 報 の 変 更 を 防 止 す る 機 能  

（ １ ） 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 は 、 容 易 に 取 り 外 せ な い

こ と 。 た だ し 、 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置 を 取 り 外 す 機 能

を 有 し て い る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ ２ ） 端 末 固 有 情 報 は 、 容 易 に 書 き 換 え が で き な い こ と 。  

（ ３ ） 端 末 固 有 情 報 の う ち 利 用 者 が 直 接 使 用 す る も の 以 外 の

も の に つ い て は 、 容 易 に 知 得 が で き な い こ と 。  

９ チ ャ ネ ル 切 替 指 示 に 従 う 機 能  

伝 送 設 備 か ら の チ ャ ネ ル を 指 定 す る 信 号 を 受 信 し た 場 合 に あ

っ て は 、 指 定 さ れ た チ ャ ネ ル に 切 り 替 え る 機 能 を 備 え な け れ ば

な ら な い 。  

10 受 信 レ ベ ル 等 の 劣 化 時 の 自 動 的 な 送 信 停 止 機 能  

通 信 中 の 受 信 レ ベ ル 又 は 伝 送 品 質 が 著 し く 劣 化 し た 場 合 に あ

っ て は 、 自 動 的 に 送 信 を 停 止 す る 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な

い 。  

11 故 障 時 の 自 動 的 な 送 信 停 止 機 能  

故 障 に よ り 送 信 が 継 続 的 に 行 わ れ る 場 合 に あ っ て は 、 自 動 的

に そ の 送 信 を 停 止 す る 機 能 を 備 え な け れ ば な ら な い 。  

12 重 要 通 信 の 確 保 の た め の 機 能  

重 要 通 信 を 確 保 す る た め 、 伝 送 設 備 か ら の 発 信 の 規 制 を 要 求

す る 信 号 を 受 信 し た 場 合 に あ っ て は 、 信 号 を 発 信 し な い 機 能 を

備 え な け れ ば な ら な い 。  

第 ７ 無 線 設 備 規 則 第49 条 の20 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で に 規 定 す る 小

電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 又 は 同 規 則 第49 条 の

20 の ２ に 規 定 す る ５ . ２GHz 帯 高 出 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局

の 無 線 設 備 を 使 用 す る 端 末 設 備 の 電 気 的 条 件 等  

１ 識 別 符 号 の 符 号 長  

識 別 符 号 の 符 号 長 は 、48 ビ ッ ト 以 上 で あ る こ と 。 た だ し 、

５ ,150MHz を 超 え ５ ,350MHz 以 下 、 ５ ,470MHz を 超 え

５ ,730MHz 以 下 又 は ５ ,925MHz を 超 え ６ ,425MHz 以 下 の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る も の に つ い て は 、19 ビ ッ ト 以 上 で あ る こ と 。  

２ 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 が 空 き 状 態 で あ る と の 判 定  

使 用 す る 電 波 の 周 波 数 が 空 き 状 態 で あ る と の 判 定 は 、 次 の 方

法 に よ る も の で あ る こ と 。 た だ し 、 ５ ,150MHz を 超 え

５ ,350MHz 以 下 、 ５ ,470MHz を 超 え ５ ,730MHz 以 下 又 は

５ ,925MHz を 超 え ６ ,425MHz 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も

の に あ っ て は 、 判 定 後 ８ ミ リ 秒 以 内 に 、 当 該 判 定 を 行 っ た 無 線

設 備 を 使 用 す る 無 線 局 又 は こ れ を 通 信 の 相 手 方 と す る 無 線 局 が

送 信 を 開 始 す る 場 合 は 、 当 該 判 定 を 省 略 す る こ と が で き る 。  
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（ １ ） ２ ,400MHz 以 上 ２ ,483. ５MHz 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を

使 用 す る も の に あ っ て は 、 他 の 無 線 局 か ら 発 射 さ れ る 電 波 を

検 出 し 、 又 は 受 信 信 号 と 拡 散 の た め の 信 号 を 演 算 し 信 号 レ ベ

ル を 検 出 す る こ と に よ り 判 定 を 行 う 。 た だ し 、 通 信 品 質 劣 化

時 に 通 信 路 の 切 断 を 行 う 機 能 を 有 す る も の に あ っ て は 、 通 信

路 の 正 常 性 を 確 認 す る こ と に よ り 判 定 を 行 う こ と が で き る 。  

（ ２ ） ２ ,471MHz 以 上 ２ ,497MHz 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る も の に あ っ て は 、 他 の 無 線 局 か ら 発 射 さ れ る 電 波 を 検 出

し 、 又 は 受 信 信 号 と 拡 散 の た め の 信 号 を 演 算 し 信 号 レ ベ ル を

検 出 す る こ と に よ り 判 定 を 行 う 。  

（ ３ ） ５ ,150MHz を 超 え ５ ,350MHz 以 下 、 ５ ,470MHz を 超 え

５ ,730MHz 以 下 又 は ５ ,925MHz を 超 え ６ ,425MHz 以 下 の 周 波

数 の 電 波 を 使 用 す る も の に つ い て は 、 通 信 の 相 手 方 以 外 の 無

線 局 の 無 線 設 備 か ら 発 射 さ れ た 電 波 を 受 信 し 、 受 信 空 中 線 の

最 大 利 得 方 向 に お け る 電 界 強 度 が 毎 メ ー ト ル100 ミ リ ボ ル ト

を 超 え る 場 合 に 当 該 無 線 設 備 が 発 射 す る 周 波 数 の 電 波 と 同 一

の 周 波 数 の 電 波 の 発 射 を 行 わ な い も の で あ る こ と 。  

別 表 第 六 号 そ の 他 イ ン タ フ ェ ー ス の 固 定 電 話 端 末 及 び 専 用 通 信 回 線

設 備 等 端 末  

イ ン タ フ ェ ー ス の 種 類  電 気 的 条 件 等  

ITU―T 勧 告  端 末 設 備 の 送 出 電 圧 は 、 ３ ～ ７kΩ

V ．28 の 負 荷 抵 抗 に 対 し て15V 以 下  

ITU―T 勧 告  

V ．10 ／V ．11 

端 末 設 備 の 送 信 側 出 力 端 子 間 に お

け る 開 放 電 圧 は 、12V 以 下  

ITU―T 勧 告  

G ．703 （ １ .544Mb ／s ）  

端 末 設 備 の 送 出 電 圧 は 、100Ω の 負

荷 抵 抗 に 対 し て ３ . ７V （ ０―P ） 以

下  

ISO 標 準8802― ３  

Section ７  

（AUI ）  

端 末 設 備 の 送 出 電 圧 は 、73Ω ／83

Ω の 負 荷 抵 抗 に 対 し て １ ,315mV

（ ０―P ） 以 下  

ISO 標 準8802― ３  

Section14 

（10BASE―T ）  

端 末 設 備 の 送 出 電 圧 は 、100Ω の 負

荷 抵 抗 に 対 し て ６ . ２V （P―P ） 以

下  

ISO 標 準8802― ３  

Section25 

（100BASE―TX ）  

端 末 設 備 の 送 出 電 圧 は 、100Ω の 負

荷 抵 抗 に 対 し て ２ . １V （P―P ） 以

下  

ISO 標 準8802― ３  

Section40 
（1000BASE―T ）  

端 末 設 備 の 送 出 電 圧 は 、100Ω の 負

荷 抵 抗 に 対 し て ６ . ２V （P―P ） 以

下  

TTC 標 準  

JT―I432. ５ （25Mb ／s ）  

端 末 設 備 の 送 出 電 圧 は 、100Ω の 負

荷 抵 抗 に 対 し て ３ . ４V （P―P ） 以

下  



29/29 

ITU―T 勧 告  

G ．703 （45Mb ／s ）  

連 続 す る １ の パ タ ー ン の 信 号 を ３

kHz の 帯 域 幅 で 測 定 し て 、 次 の 条

件 を 満 足 す る こ と 。  

22,368kHz ： ＋ ５ . ７dBm 以 下  

44,736kHz ：22,368kHz の 送 出

電 力 よ り20dB 以 下  

負 荷 イ ン ピ ー ダ ン ス75Ω 

TTC 標 準  

JT―I430 ，JT―I430a 
端 末 設 備 の 送 出 電 圧 は 、50Ω の 負

荷 抵 抗 に 対 し て ０ .8625V （ ０―P ）

以 下 、400Ω の 負 荷 抵 抗 に 対 し て

２ .025V （ ０―P ） 以 下  

TTC 標 準  

JT―I431 ，JT―I431a 

端 末 設 備 の 送 出 電 圧 は 、100Ω の 負

荷 抵 抗 に 対 し て ４ .32V （ ０―P ） 以

下  

 


